
JP 2020-532745 A5 2021.10.14

10

20

30

【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】令和3年10月14日(2021.10.14)

【公表番号】特表2020-532745(P2020-532745A)
【公表日】令和2年11月12日(2020.11.12)
【年通号数】公開・登録公報2020-046
【出願番号】特願2020-513919(P2020-513919)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  33/53     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  33/48     (2006.01)
   Ｃ１２Ｑ   1/686    (2018.01)
   Ｃ１２Ｑ   1/6851   (2018.01)
   Ｃ１２Ｑ   1/04     (2006.01)
   Ｃ１２Ｎ  15/12     (2006.01)
   Ｃ１２Ｑ   1/6837   (2018.01)
   Ｃ１２Ｑ   1/6827   (2018.01)
   Ｃ１２Ｍ   1/34     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ   33/53     　　　Ｄ
   Ｇ０１Ｎ   33/48     　　　Ｐ
   Ｇ０１Ｎ   33/53     　　　Ｙ
   Ｃ１２Ｑ    1/686    ＺＮＡＺ
   Ｃ１２Ｑ    1/6851   　　　Ｚ
   Ｃ１２Ｑ    1/04     　　　　
   Ｃ１２Ｎ   15/12     　　　　
   Ｃ１２Ｑ    1/6837   　　　Ｚ
   Ｃ１２Ｑ    1/6827   　　　Ｚ
   Ｃ１２Ｍ    1/34     　　　Ｂ
   Ｃ１２Ｍ    1/34     　　　Ｆ
   Ｃ１２Ｍ    1/34     　　　Ｚ

【手続補正書】
【提出日】令和3年9月3日(2021.9.3)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被験体に由来するサンプル中の子癇前症と関連した少なくとも１つのバイオマーカーの
レベルを検出する方法であって、
　（ａ）被験体から得られるサンプル中の少なくとも１つのバイオマーカーのレベルを決
定することと、
　　なお、前記少なくとも１つのバイオマーカーは：
　　（ｉ）ＣＮＲ１、ＩＲＳ２、ＣＨＳＴ７、ＰＲＵＮＥ２、ＡＤＡＭＴＳ８、ＳＣＡＲ
Ａ５、ＳＥＲＰＩＮＡ３、ＮＰＲ１、ＬＰＡＲ１、ＡＢＬＩＭ２、ＣＨＩ３Ｌ２、ＬＴＢ
Ｐ１、ＴＮＦＲＳＦ８、ＳＬＣ２７Ａ３、ＩＬ１、ＣＣＤＣ、ＰＰＡＰ２Ｃ、ＳＥＲＴＡ
ＤＡ４、ＣＯＣＨ、ＦＢＸＯ２、Ｃ１ｏｒｆ１３３及びＣＮＩＨ３；
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　　（ｉｉ）ＨＳＤ１７Ｂ２、ＡＮＧＰＴ２、ＮＣＫＡＰ５、ＡＤＲＡ２Ａ、ＤＢＣ１、
Ｃ１ＱＴＮＦ７、ＣＯＬ８Ａ１、ＥＧＲ１、ＳＳＴＲ１、ＦＢＸＯ２、ＣＰＥ、Ｃ４ｏｒ
ｆ４９、ＧＲＰ、ＩＧＦＢＰ５、ＣＯＣＨ、ＡＲＨＧＤＩＢ、ＳＣＧ５、ＩＴＧＡ１１、
ＳＬＣ３５Ｆ３、ＲＬＮ２、ＣＯＬ１４Ａ１、ＣＬＩＣ２、ＴＭＥＭ２５、ＣＣＤＣ８１
、ＭＹＣＮ、ＮＰＲ１、ＲＡＳＧＲＰ２、ＣＨＩ３Ｌ２、ＲＳＰＯ３、Ｃ１０ｏｒｆ１０
、ＴＭＥＭ１３２Ｃ、ＰＰＡＰ２Ｂ、ＮＫＡＩＮ１、ＡＤＡＭＴＳ８、ＩＬ１５、ＳＬＣ
７Ａ２、ＳＥＲＰＩＮＡ３、ＮＰＴＸ１、ＣＨＳＴ７、ＧＡＬＮＴＬ２、ＳＢＳＮ、ＥＤ
ＮＲＡ、ＩＬ１Ｂ、ＳＰＡＲＣＬ１、ＳＣＡＲＡ５、ＳＩＰＡ１Ｌ２、ＣＣＬ８、Ｐ２Ｒ
Ｙ１４、ＣＮＲ１及びＩＧＦＢＰ１；
　　（ｉｉｉ）Ａ１ＢＧ－ＡＳ１、ＡＲＬ５Ｂ、ＢＡＣ１－ＡＳ、Ｃ７、ＣＯＬ８Ａ１、
ＣＰ、ＣＳＰＧ４、ＣＹＰ１９Ａ１、ＤＥＦＢ１、ＥＮＰＰ４、ＩＰＷ、ＬＯＣ１０１９
２８４３９、ＬＯＣ１０１９２９６０７、ＬＯＣ６４４１７２、ＭＩＲ３６５Ａ、ＭＩＲ
４５０９－１、ＭＩＲ５４８Ｈ１、ＭＭＥ－ＡＳ１、ＭＳ４Ａ２、ＯＧＮ、ＰＲＫＸＰ１
、ＰＳＭＤ３、ＲＮＡ５ＳＰ１８７、ＲＮＡ５ＳＰ４６３、ＲＮＵ２－５Ｐ、ＲＮＵ４－
３９Ｐ、ＲＮＵ４－７６Ｐ、ＲＮＵ４ＡＴＡＣ１ＢＰ、ＲＮＵ６－１１１１Ｐ、ＲＮＵ６
－５２１Ｐ、ＲＮＵ６－５４０Ｒ、ＲＮＵ６Ｖ、ＲＮＵＣ－９０１Ｐ、ＲＰ１１－１０２
６Ｍ７．３、ＲＰ１１－１０６Ｋ３．１、ＲＰ１１－１２Ｄ１６．２、ＲＰ１１－６６１
Ａ１２．４、ＲＰ１１－８７２０１７．８、ＳＮＯＲＤ１１５－３２、ＳＮＯＲＤ５２、
ＳＮＯＲＤ７１、ＳＰＩＮＫ１、ＴＡＳ２Ｒ４６、ＴＲＡＪ５９、ＴＲＢＶ４－２、ＴＲ
ＩＭ４８、ＴＳＰＡＮ１、ＵＧＴ２Ｂ７及びＺＮＦ４８３；又は
　　（ｉｖ）ＡＣ０７３２１８．２、ＡＣ０７３２１８．３、ＡＣＥ２、ＡＤＡＭＴＳ１
５、ＡＤＡＭＴＳ４、ＡＯＸ１、ＢＭＰ２、ＣＴＣ－４９８Ｊ１２．１、ＣＸＣＬ５、Ｃ
ＸＣＬ８、ＤＯＣＫ４－ＡＳ１、ＤＳＣ３、ＧＢＰ２、ＧＰＲ１２６、ＩＣＡＭ１、ＩＥ
Ｒ３、ＩＧＳＦ１０、ＩＬ１Ａ、ＩＬ２３Ａ、ＩＮＨＢＡ、ＫＩＲ２ＤＬ２、ＫＬＲＦ１
、ＬＩＮＣ００３１２、ＬＩＮＣＯ１３３８、ＬＯＣ１００５０６５３０、ＬＯＣ１０１
９２９１７４、ＭＭＰ１０、ＭＴ１ＣＰ、ＭＵＭ１Ｌ１、ＮＯＴＵＭ、ＰＤＧＦＤ、ＰＲ
Ｇ２、ＰＲＯＭ１、ＰＺＰ、ＲＮ７ＳＫＰ１６、ＲＮＡＳＥ２、ＲＮＵ６－１６２Ｐ、Ｒ
ＮＵ７－４０Ｐ、ＲＮＵＣ－１０２４Ｐ、ＲＰ１１－５７Ｐ１９．１、ＲＰ１１－５９Ｈ
７．３、ＲＰ１－６８Ｄ１８．４、ＳＡＰＣＤ１、ＳＥＲＰＩＮ８１１、ＳＰＩＮＫ１、
ＳＵＬＦ２、ＴＭＥＭ２７、ＴＮＣ、ＴＲＰＣ４及びＸｘｂａｃ－ＢＰＧ２５２Ｆ
から本質的になる群より選択される；
　（ｂ）前記バイオマーカーの対照レベルに対する前記サンプル中の該バイオマーカーの
決定されたレベルの比率の絶対値が少なくとも２であることを決定し、それにより前記被
験体が子癇前症を有するか又は子癇前症のリスクがあることを決定することと、
を含む、方法。
【請求項２】
　バイオマーカーのレベルを決定することが、前記被験体から得られたサンプルに対して
アッセイを行うことを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　工程（ａ）が：
　　－　前記群の少なくとも５つのバイオマーカーのレベルを決定すること；
　　－　前記群の少なくとも７つのバイオマーカーのレベルを決定すること；
　　－　前記群（ｉ）～（ｉｖ）の少なくとも９つのバイオマーカーのレベルを決定する
こと；
　　－　前記群（ｉ）～（ｉｖ）の少なくとも１０個のバイオマーカーのレベルを決定す
ること；
　　－　前記群（ｉ）～（ｉｖ）の少なくとも１５個のバイオマーカーのレベルを決定す
ること；
　　－　前記群（ｉｉ）～（ｉｖ）の少なくとも２０個のバイオマーカーのレベルを決定
すること；
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　　－　前記群（ｉｉ）～（ｉｖ）の少なくとも３０個のバイオマーカーのレベルを決定
すること；又は
　　－　前記群（ｉｉ）～（ｉｖ）の少なくとも４０個のバイオマーカーのレベルを決定
すること；
から本質的になる、請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記バイオマーカーがＡＤＡＭＴＳ８、ＣＨＩ３Ｌ２、ＣＨＳＴ７、ＣＮＲ１、ＣＯＣ
Ｈ、ＦＢＸＯ２、ＮＰＲ１、ＳＣＡＲＡ５及びＳＥＲＰＩＮＡ３から本質的になる、請求
項１～３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項５】
　工程（ａ）が、前記群の全てのバイオマーカーのレベルを決定することから本質的にな
る、請求項１～４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　更にＰＲＬ及びＩＧＦＢＰ１のレベルを測定することから本質的になる、請求項１～５
のいずれか一項に記載の方法。
【請求項７】
　バイオマーカーのレベルを決定することが、バイオマーカータンパク質のレベルを決定
することを含む、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　各バイオマーカータンパク質のレベルを免疫組織化学アッセイ、免疫ブロットアッセイ
又はフローサイトメトリーアッセイを用いて決定する、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　バイオマーカーのレベルを決定することが、バイオマーカー核酸のレベルを決定するこ
とを含む、請求項１～６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　各バイオマーカー核酸のレベルをリアルタイム逆転写ＰＣＲ（ＲＴ－ＰＣＲ）アッセイ
又は核酸マイクロアレイアッセイによって測定する、請求項９に記載の方法。
【請求項１１】
　各バイオマーカー核酸のレベルを、ハイブリダイゼーションアッセイ及び少なくとも１
つの標識結合物質を用いて測定する、請求項９に記載の方法。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの標識結合物質が少なくとも１つの標識オリゴヌクレオチド結合物
質である、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記サンプルが子宮内膜組織、子宮内膜間質細胞及び子宮内膜液のサンプルからなる群
より選択される、請求項１～１２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記サンプルがヒトから得られる、請求項１～１３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１５】
　前記ヒトが妊娠しているか又は妊娠しようとしている、請求項１～１４のいずれか一項
に記載の方法。
【請求項１６】
　前記工程（ａ）でレベルが決定されるバイオマーカーが群（ｉｉｉ）又は（ｖ）から選
択される場合、前記子宮内膜組織のサンプルが基底脱落膜のサンプルであり；又は
　前記工程（ａ）でレベルが決定されるバイオマーカーが群（ｉｖ）から選択される場合
、前記子宮内膜組織のサンプルが壁側脱落膜のサンプルである、請求項１３に記載の方法
。
【請求項１７】
　前記工程（ａ）でレベルが決定されるバイオマーカーが群（ｖ）から選択される場合、
ＡＢＬＩＭ２、ＡＤＲＡ２Ａ、ＡＮＧＰＴ２、ＡＲＨＧＤＩＢ、Ｃ１０ｏｒｆ１０、Ｃ１
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ｏｒｆ１３３、Ｃ１ＱＴＮＦ７、Ｃ４ｏｒｆ４９、ＣＣＤＣ、ＣＣＤＣ８１、ＣＣＬ８、
ＣＬＩＣ２、ＣＮＩＨ３、ＣＯＬ１４Ａ１、ＣＯＬ８Ａ１、ＣＰＥ、ＤＢＣ１、ＥＤＮＲ
Ａ、ＥＧＲ１、ＧＡＬＮＴＬ２、ＧＲＰ、ＨＳＤ１７Ｂ２、ＩＧＦＢＰ１、ＩＧＦＢＰ５
、ＩＬ１、ＩＬ１５、ＩＬ１Ｂ、ＩＲＳ２、ＩＴＧＡ１１、ＬＰＡＲ１、ＬＴＢＰ１、Ｍ
ＹＣＮ、ＮＣＫＡＰ５、ＮＫＡＩＮ１、ＰＲＬ及びＩＧＦＢＰ１から本質的になる群の少
なくとも１つの付加的なバイオマーカーのレベルを決定することを更に含む、請求項１～
１６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　工程（ａ）が、前記群の少なくとも５つの付加的なバイオマーカーのレベルを決定する
ことから本質的になる、請求項１７に記載の方法。
【請求項１９】
　工程（ａ）が、前記群の少なくとも７つの付加的なバイオマーカーのレベルを決定する
ことから本質的になる、請求項１７又は１８に記載の方法。
【請求項２０】
　工程（ａ）が、前記群の少なくとも９つのバイオマーカーのレベルを決定することから
本質的になる、請求項１７～１９のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２１】
　工程（ａ）が、前記群の少なくとも１０個の付加的なバイオマーカーのレベルを決定す
ることから本質的になる、請求項１７～２０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
　工程（ａ）が、前記群の少なくとも１５個のバイオマーカーのレベルを決定することか
ら本質的になる、請求項１７～２１のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２３】
　工程（ａ）が、前記群の少なくとも２０個のバイオマーカーのレベルを決定することか
ら本質的になる、請求項１７～２２のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２４】
　工程（ａ）が、前記群の少なくとも３０個の付加的なバイオマーカーのレベルを決定す
ることから本質的になる、請求項１７～２３のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２５】
　工程（ａ）が、前記群の全ての付加的なバイオマーカーのレベルを決定することから本
質的になる、請求項１７～２４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２６】
　前記子宮内膜組織のサンプルが壁側脱落膜又は基底脱落膜のサンプルである、請求項１
７～２５のいずれか一項に記載の方法。
【請求項２７】
　子癇前症と関連した１つ以上のバイオマーカーのレベルを決定するための固体分析装置
であって、
　１つ以上の分析領域を含むチップ、
を備え、各分析領域が５個～１２９個の結合パートナーの群より本質的になり、
前記結合パートナーが各々、図１４～図１６から選択されるバイオマーカーの発現産物に
特異的に結合する、固体分析装置。
【請求項２８】
　各分析領域が前記群の５個～２５個の結合パートナーから本質的になる、請求項２７に
記載の固体分析装置。
【請求項２９】
　各分析領域が前記群の２５個～５０個の結合パートナーから本質的になる、請求項２７
又は２８に記載の固体分析装置。
【請求項３０】
　各分析領域が前記群の５０個～１００個の結合パートナーから本質的になる、請求項２
７～２９のいずれか一項に記載の固体分析装置。
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【請求項３１】
　各分析領域が前記群の１００個～１２９個の結合パートナーから本質的になる、請求項
２７～３０のいずれか一項に記載の固体分析装置。
【請求項３２】
　各分析領域が前記群の１００個～１２９個の結合パートナーから本質的になる、請求項
２７～３１のいずれか一項に記載の固体分析装置。
【請求項３３】
　前記バイオマーカーがＡＤＡＭＴＳ８、ＣＨＩ３Ｌ２、ＣＨＳＴ７、ＣＮＲ１、ＣＯＣ
Ｈ、ＦＢＸＯ２、ＮＰＲ１、ＳＣＡＲＡ５及びＳＥＲＰＩＮＡ３から本質的になる群より
選択される、請求項２７～３２のいずれか一項に記載の固体分析装置。
【請求項３４】
　前記バイオマーカーがＣＮＲ１、ＩＲＳ２、ＣＨＳＴ７、ＰＲＵＮＥ２、ＡＤＡＭＴＳ
８、ＳＣＡＲＡ５、ＳＥＲＰＩＮＡ３、ＮＰＲ１、ＬＰＡＲ１、ＡＢＬＩＭ２、ＣＨＩ３
Ｌ２、ＬＴＢＰ１、ＴＮＦＲＳＦ８、ＳＬＣ２７Ａ３、ＩＬ１、ＣＣＤＣ、ＰＰＡＰ２Ｃ
、ＳＥＲＴＡＤＡ４、ＣＯＣＨ、ＦＢＸＯ２、Ｃ１ｏｒｆ１３３及びＣＮＩＨ３から本質
的になる群より選択される、請求項２７～３３のいずれか一項に記載の固体分析装置。
【請求項３５】
　前記バイオマーカーがＨＳＤ１７Ｂ２、ＡＮＧＰＴ２、ＮＣＫＡＰ５、ＡＤＲＡ２Ａ、
ＤＢＣ１、Ｃ１ＱＴＮＦ７、ＣＯＬ８Ａ１、ＥＧＲ１、ＳＳＴＲ１、ＦＢＸＯ２、ＣＰＥ
、Ｃ４ｏｒｆ４９、ＧＲＰ、ＩＧＦＢＰ５、ＣＯＣＨ、ＡＲＨＧＤＩＢ、ＳＣＧ５、ＩＴ
ＧＡ１１、ＳＬＣ３５Ｆ３、ＲＬＮ２、ＣＯＬ１４Ａ１、ＣＬＩＣ２、ＴＭＥＭ２５、Ｃ
ＣＤＣ８１、ＭＹＣＮ、ＮＰＲ１、ＲＡＳＧＲＰ２、ＣＨＩ３Ｌ２、ＲＳＰＯ３、Ｃ１０
ｏｒｆ１０、ＴＭＥＭ１３２Ｃ、ＰＰＡＰ２Ｂ、ＮＫＡＩＮ１、ＡＤＡＭＴＳ８、ＩＬ１
５、ＳＬＣ７Ａ２、ＳＥＲＰＩＮＡ３、ＮＰＴＸ１、ＣＨＳＴ７、ＧＡＬＮＴＬ２、ＳＢ
ＳＮ、ＥＤＮＲＡ、ＩＬ１Ｂ、ＳＰＡＲＣＬ１、ＳＣＡＲＡ５、ＳＩＰＡ１Ｌ２、ＣＣＬ
８、Ｐ２ＲＹ１４、ＣＮＲ１及びＩＧＦＢＰ１から本質的になる群より選択される、請求
項２７～３４のいずれか一項に記載の固体分析装置。
【請求項３６】
　前記バイオマーカーがＡ１ＢＧ－ＡＳ１、ＡＲＬ５Ｂ、ＢＡＣ１－ＡＳ、Ｃ７、ＣＯＬ
８Ａ１、ＣＰ、ＣＳＰＧ４、ＣＹＰ１９Ａ１、ＤＥＦＢ１、ＥＮＰＰ４、ＩＰＷ、ＬＯＣ
１０１９２８４３９、ＬＯＣ１０１９２９６０７、ＬＯＣ６４４１７２、ＭＩＲ３６５Ａ
、ＭＩＲ４５０９－１、ＭＩＲ５４８Ｈ１、ＭＭＥ－ＡＳ１、ＭＳ４Ａ２、ＯＧＮ、ＰＲ
ＫＸＰ１、ＰＳＭＤ３、ＲＮＡ５ＳＰ１８７、ＲＮＡ５ＳＰ４６３、ＲＮＵ２－５Ｐ、Ｒ
ＮＵ４－３９Ｐ、ＲＮＵ４－７６Ｐ、ＲＮＵ４ＡＴＡＣ１ＢＰ、ＲＮＵ６－１１１１Ｐ、
ＲＮＵ６－５２１Ｐ、ＲＮＵ６－５４０Ｒ、ＲＮＵ６Ｖ、ＲＮＵＣ－９０１Ｐ、ＲＰ１１
－１０２６Ｍ７．３、ＲＰ１１－１０６Ｋ３．１、ＲＰ１１－１２Ｄ１６．２、ＲＰ１１
－６６１Ａ１２．４、ＲＰ１１－８７２０１７．８、ＳＮＯＲＤ１１５－３２、ＳＮＯＲ
Ｄ５２、ＳＮＯＲＤ７１、ＳＰＩＮＫ１、ＴＡＳ２Ｒ４６、ＴＲＡＪ５９、ＴＲＢＶ４－
２、ＴＲＩＭ４８、ＴＳＰＡＮ１、ＵＧＴ２Ｂ７及びＺＮＦ４８３から本質的になる群よ
り選択される、請求項２７～３５のいずれか一項に記載の固体分析装置。
【請求項３７】
　前記バイオマーカーがＡＣ０７３２１８．２、ＡＣ０７３２１８．３、ＡＣＥ２、ＡＤ
ＡＭＴＳ１５、ＡＤＡＭＴＳ４、ＡＯＸ１、ＢＭＰ２、ＣＴＣ－４９８Ｊ１２．１、ＣＸ
ＣＬ５、ＣＸＣＬ８、ＤＯＣＫ４－ＡＳ１、ＤＳＣ３、ＧＢＰ２、ＧＰＲ１２６、ＩＣＡ
Ｍ１、ＩＥＲ３、ＩＧＳＦ１０、ＩＬ１Ａ、ＩＬ２３Ａ、ＩＮＨＢＡ、ＫＩＲ２ＤＬ２、
ＫＬＲＦ１、ＬＩＮＣ００３１２、ＬＩＮＣＯ１３３８、ＬＯＣ１００５０６５３０、Ｌ
ＯＣ１０１９２９１７４、ＭＭＰ１０、ＭＴ１ＣＰ、ＭＵＭ１Ｌ１、ＮＯＴＵＭ、ＰＤＧ
ＦＤ、ＰＲＧ２、ＰＲＯＭ１、ＰＺＰ、ＲＮ７ＳＫＰ１６、ＲＮＡＳＥ２、ＲＮＵ６－１
６２Ｐ、ＲＮＵ７－４０Ｐ、ＲＮＵＣ－１０２４Ｐ、ＲＰ１１－５７Ｐ１９．１、ＲＰ１
１－５９Ｈ７．３、ＲＰ１－６８Ｄ１８．４、ＳＡＰＣＤ１、ＳＥＲＰＩＮ８１１、ＳＰ
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ＩＮＫ１、ＳＵＬＦ２、ＴＭＥＭ２７、ＴＮＣ、ＴＲＰＣ４及びＸｘｂａｃ－ＢＰＧ２５
２Ｆから本質的になる群より選択される、請求項２７～３６のいずれか一項に記載の固体
分析装置。
【請求項３８】
　前記バイオマーカーの発現産物がｍＲＮＡである、請求項２７～３７のいずれか一項に
記載の固体分析装置。
【請求項３９】
　前記バイオマーカーの発現産物がタンパク質である、請求項２７～３８のいずれか一項
に記載の固体分析装置。
【請求項４０】
　前記チップが被験体から得られる少なくとも１つのサンプルを分析するために使用され
る、請求項２７～３９のいずれか一項に記載の固体分析装置。
【請求項４１】
　前記サンプルが子宮内膜組織、子宮内膜間質細胞及び子宮内膜液のサンプルからなる群
より選択される、請求項４０に記載の固体分析装置。
【請求項４２】
　前記サンプルがヒトから得られる、請求項４０又は４１に記載の固体分析装置。
【請求項４３】
　前記ヒトが妊娠しているか又は妊娠しようとしている、請求項４２に記載の固体分析装
置。
【請求項４４】
　請求項２７に記載の固体分析装置と使用説明書とを含むキット。
【請求項４５】
　被験体に由来するサンプル中の子癇前症と関連した少なくとも１つのバイオマーカーの
レベルを検出する方法であって、
　（ａ）被験体から得られるサンプル中の少なくとも１つのバイオマーカーのレベルを決
定することと、
　　なお、少なくとも１つのバイオマーカーのレベルを決定することは、ハイブリダイゼ
ーションアッセイ及び少なくとも１つの結合物質を含み、該少なくとも１つの結合物質は
、配列番号１～８から本質的になる群より選択され、前記少なくとも１つのバイオマーカ
ーはＡＬＤＨ１Ａ１、ＩＧＦＢＰ１、ＮＡＮＯＳ３及びＨＳＤ１７Ｂ２から本質的になる
群より選択される；
　（ｂ）前記バイオマーカーの対照レベルに対する前記サンプル中の該バイオマーカーの
決定されたレベルの比率の絶対値が少なくとも２であることを決定し、それにより前記被
験体が子癇前症を有するか又は子癇前症のリスクがあることを決定することと、
を含む、方法。
【請求項４６】
　前記少なくとも１つの結合物質が少なくとも１つの標識結合物質を含む、請求項４５に
記載の方法。
【請求項４７】
　被験体に由来するサンプル中の子癇前症と関連した少なくとも１つのバイオマーカーの
レベルを検出する方法であって、
　（ａ）被験体から得られるサンプル中の少なくとも１つのバイオマーカーのレベルを決
定することと、
　　なお、少なくとも１つのバイオマーカーのレベルを決定することは、ハイブリダイゼ
ーションアッセイ及び少なくとも１つの標識結合物質を含み、前記少なくとも１つのバイ
オマーカーはＣＮＲ１、ＩＲＳ２、ＣＨＳＴ７、ＰＲＵＮＥ２、ＡＤＡＭＴＳ８、ＳＣＡ
ＲＡ５、ＳＥＲＰＩＮＡ３、ＮＰＲ１、ＬＰＡＲ１、ＡＢＬＩＭ２、ＣＨＩ３Ｌ２、ＬＴ
ＢＰ１、ＴＮＦＲＳＦ８、ＳＬＣ２７Ａ３、ＩＬ１、ＣＣＤＣ、ＰＰＡＰ２Ｃ、ＳＥＲＴ
ＡＤＡ４、ＣＯＣＨ、ＦＢＸＯ２、Ｃ１ｏｒｆ１３３及びＣＮＩＨ３から本質的になる群
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より選択される；
　（ｂ）前記バイオマーカーの対照レベルに対する前記サンプル中の該バイオマーカーの
決定されたレベルの比率の絶対値が少なくとも２であることを決定し、それにより前記被
験体が子癇前症を有するか又は子癇前症のリスクがあることを決定することと、
を含む、方法。
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